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国
会
議
員
の
活
動
に
対
す
る
内
閣
官
房
長
官
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
一
月
十
五
日
、
民
主
党
所
属
の
石
川
知
裕
衆
議
院
議
員
が
政
治
資
金
規
正
法
違
反
の
容
疑
で
東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜

査
部
に
逮
捕
さ
れ
た
。
右
を
受
け
、
同
月
十
八
日
、
石
川
代
議
士
と
同
期
に
当
選
し
た
衆
議
院
議
員
十
数
名
が
、
石
川
代
議
士

へ
の
逮
捕
は
不
当
と
す
る
勉
強
会
（
以
下
、
「
勉
強
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
た
。
右
に
つ
き
、
平
野
博
文
内
閣
官
房
長
官

は
、
同
月
十
九
日
の
記
者
会
見
で
、
「
勉
強
会
」
に
つ
い
て
「
政
府
も
一
体
的
に
と
い
う
こ
と
な
ら
、
不
適
当
だ
」
と
述
べ
、

更
に
同
日
夜
、
「
勉
強
会
」
に
出
席
し
た
小
川
淳
也
総
務
大
臣
政
務
官
に
対
し
て
「
こ
れ
以
上
の
活
動
は
し
な
い
よ
う
に
」
と

注
意
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

一
般
に
、
国
会
議
員
が
行
う
種
々
の
活
動
に
対
し
て
、
政
府
が
制
限
を
課
す
こ
と
は
可
能
か
。

二

平
野
長
官
は
、
ど
の
様
な
認
識
に
基
づ
き
、
「
勉
強
会
」
が
不
適
当
と
考
え
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

平
野
長
官
は
、
な
ぜ
小
川
政
務
官
が
「
勉
強
会
」
に
出
席
し
た
こ
と
が
不
適
当
で
あ
り
、
同
政
務
官
に
対
し
て
「
勉
強

会
」
へ
の
出
席
を
自
制
す
る
よ
う
求
め
た
の
か
、
そ
の
真
意
及
び
法
的
根
拠
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
勉
強
会
」
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

五

「
勉
強
会
」
に
政
務
三
役
が
出
席
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
鳩
山
総
理
は
ど
の
様
に
考
え
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


